
島本町桜井二丁目地内

令和７年１０月１日から令和８年３月２７日まで

午前９時００分から午後５時００分まで

全面車両通行止め（一部、片側交互通行）
※歩行者及び二輪車の通路は確保

公共下水道関連配水管等移設工事

工 事 時 間

交 通 規 制 内 容

目 的

工 事 内 容

工 事 場 所

工 事 期 間

下水道布設工事に伴い、配水管の移設工事を
行います。

配水管
DIP-GX　100㎜　L=168.3ｍ
DIP-K  　100㎜　L=2.0ｍ
給水装置　５箇所


